
様式第13号(第10条関係)

精算請求書

第　　　　　号　　

年　　月　　日　　

　申請者　住所

　　　　　氏名　　　　　　　　様
色麻町長　　　　　　　　　　印　

　　　　　　年　　月　　日付けで通知した国民健康保険一部負担金の減額の決定に伴い、徴収猶予していた額のうち減額後の差額について下記のとおり納入されるようお願いいたします。

記

	被保険者記号番号
	み色
	　　　　A

	療養の給付を受けた方
	氏名
	　

	
	生年月日
	　

	減額決定年月日
	年　　月　　日　
	決定通知番号
	　

	決定した減額割合
	年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　割を減額

	請求額算定項目
	金額
	備考

	医療費申請額
	　
	　

	医療費認定額
	　
	　

	減額の額
	　
	　

	差引請求額
	　
	　

	納入期日
	　　　　　年　　月　　日

	納入方法
	今回送付した納付書で納入願います。


(教示)

1　この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。

2　この処分について不服があるときは、この処分についての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヵ月以内に色麻町を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　(1)　審査請求があった日から3ヵ月を経過しても裁決がないとき。

　(2)　処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

　(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。


